
Ⅰ 介護保険制度改正の検討状況について 
 

 １．制度改正の検討の背景と検討事項 
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平成２３年 

１０月１３日 
１０月３１日 
１１月１５日 
１１月２４日 

成案を踏まえ、社会保障審議会介護保険部会での議論を
開始（４回開催） 

「社会保障審議会介護保険部会における議論の整理」を
とりまとめ、公表（１１月３０日） 

平成２５年 

１月２１日 介護分野の最近の動向、課題、今後のスケジュール 

４月２５日 社会保障制度改革国民会議の議論について 

５月１５日 市町村での体制整備、保険者機能の関係、制度関係 

６月 ６日 在宅サービス、施設サービス 介護人材 認知症 

８月２８日 
国民会議報告書、法制上の措置の骨子について、地域
包括ケアシステムの構築 

９月 ４日  生活支援・予防給付等、認知症施策、介護人材 

９月１８日 在宅サービス、施設サービス 

９月２５日 
低所得者の第１号保険料の軽減強化、一定以上所得者
の利用者負担、補足給付 

１０月 ２日 
都市部の高齢化対策に関する検討会報告、住所地特例、
総報酬割、情報公表制度見直し等 

１０月３０日 
予防給付の見直しと地域支援事業の充実、特養中重度
者重点化 

１１月１４日 
費用負担（一定以上所得者の利用者負担、補足給付）、
予防給付の見直しと地域支援事業の充実 

１１月２７日 とりまとめに向けた議論 

１２月 とりまとめ（予定） 

社会保障審議会介護保険部会における検討経緯及び今後の予定 
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 ８月２１日 社会保障制度改革推進法第４条の規定に
基づく「法制上の措置」の骨子について 
 （閣議決定） 

１１月３０日（第１回）  意見交換 等 

～ 

平成２５年 
４月２２日（第１０回）  

 
これまでの議論の整理（医療・介護分野） 

～ 

 ８月５日（第２０回） 国民会議報告書とりまとめ 

平成２３年７月 １日 「社会保障・税一体改革成案」の閣議報告 

平成２４年２月１７日 「社会保障・税一体改革大綱」の閣議決定 

       ８月２２日 「社会保障制度改革推進法」公布 

社会保障制度改革国民会議 

社会保障・税一体改革大綱、改革推進法 

法制上の措置 

 １０月１５日 「持続可能な社会保障制度の確立を図る
ための改革の推進に関する法律案」 
（閣議決定・国会提出） 

社会保障審議会介護保険部会 



 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する
法律案」 （平成25年10月15日閣議決定・国会提出） 抜粋 

 （介護保険制度） 

第五条 政府は、個人の選択を尊重しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な介
護予防等への取組を奨励するものとする。 

２ 政府は、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図るとともに、介護サービスの範囲
の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、地域包括ケアシステムの構築を通じ、必要な介護サービス
を確保する観点から、介護保険制度について、次に掲げる事項及び介護報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事
項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 一 地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百十五条の四十五に規定する地域
支援事業の見直しによる次に掲げる事項  

    イ 在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携の強化 

    ロ 多様な主体による創意工夫を生かした高齢者の自立した日常生活の支援及び高齢者の社会的活動への参加の推進
等による介護予防に関する基盤整備 

    ハ 認知症である者に係る支援が早期から適切に提供される体制の確保その他の認知症である者に係る必要な施策 

  二 前号に掲げる事項と併せた地域の実情に応じた介護保険法第七条第四項に規定する要支援者への支援の見直し 

  三 一定以上の所得を有する者の介護保険の保険給付に係る利用者負担の見直し 

  四 介護保険法第五十一条の三の規定による特定入所者介護サービス費の支給の要件について資産を勘案する等の見直
し 

  五 介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る同条の規定による施設介護サービ
ス費の支給の対象の見直し 

  六 介護保険の第一号被保険者の保険料に係る低所得者の負担の軽減 

３ 政府は、前項の措置を平成二十七年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国
会の常会に提出することを目指すものとする。 

４ 政府は、前条第七項第二号ロに掲げる事項に係る同項の措置の検討状況等を踏まえ、被用者保険等保険者に係る介護保
険法第百五十条第一項に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金の額を当該被用者保険等保険者の標準報酬総
額に応じた負担とすることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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充 実 重点化・効率化 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制 

■地域包括ケアシステムの構築に向けた
地域支援事業の見直し 

 

○在宅医療・介護の連携推進 

○認知症施策の推進 

○地域ケア会議の充実 

○生活支援・介護予防の充実 

 

■介護サービスの効率化・重点化 
 

  
 ○ 介護予防給付（訪問・通所介護）の地域

支援事業への移行 
 

 ○ 特別養護老人ホームの中重度者への重点化 

   

費
用
負
担 

■保険料の負担の増大の抑制 
 
 ○ 低所得者の一号保険料の軽減強化 

■所得や資産のある人の利用者負担の見直し 
 

 ○ 一定以上所得者の利用者負担の見直し 

 ○ 補足給付の見直し（資産等の勘案）  
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 その他 

 ○2025年を見据えた介護保険事業計画の策定 

 ○サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用 

 ○居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲、小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行  等 

介護保険制度改正の検討事項 
○ 地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のため、充実と重点化・効率化を 
一体的に行う制度改正を検討中。 

○ 現在、社会保障審議会介護保険部会において、以下の項目について検討を行っているところであり、
地方自治体をはじめとする関係者の理解を得つつ、次期通常国会への法案提出を目指す。 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医 
 ・地域の連携病院 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 通所・入所 
・急性期病院 
・亜急性期・回復期 
 リハビリ病院 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

認知症の人 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要です。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要です。 
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2012年８月 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活  
自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。 

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 
 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 

（万人） 

（1,000世帯） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比） 

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 

 

280万人 

（9.5％） 

345万人 

（10.2％） 

410万人 

（11.3％） 

470万人 

（12.8％） 
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2010年 2015年 2020年 2025年 

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国 

2010年 
＜＞は割合 

58.9万人 
＜8.2%＞ 

56.3万人 
＜9.1%＞ 

79.4万人 
＜8.8%＞ 

84.3万人 
＜9.5%＞ 

66.0万人 
＜8.9%＞ 

123.4万人 
＜9.4%＞ 

25.4万人 
＜14.9%＞ 

11.9万人 
＜16.6%＞ 

18.1万人 
＜15.5％＞ 

1419.4万人 
＜11.1%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（2.00倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.92倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.87倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.81倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.77倍） 

197.7万人 
＜15.0%＞ 
（1.60倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.16倍） 

13.7万人 
＜22.1%＞ 
（1.15倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.15倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.53倍） 

（％） 

4,980  6,008  6,679  7,007  7,298  7,622  

5,403  
6,209  

6,512  6,453  6,328  6,254  
20.0  

23.1  
24.9  25.7  26.6  

28.0  

0.0
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20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく  

今後の介護保険をとりまく状況 
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⑤要介護率が高くなる 7 5歳以上の人口の推移  ⑥介護保険料を負担する 4 0歳以上人口の推移  

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。 

〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、
一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。 

○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の
2000年以降、増加してきたが、2025年以降は減少する。 

75～84歳 

85歳～ 

40～64歳 

65～74歳 

75～84歳 

85歳～ 

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計 

     実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口） 

（万人） （万人） 
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H12.4末 H13.4末 H14.4末 H15.4末 H16.4末 H17.4末 H18.4末 H19.4末 H20.4末 H21.4末 H22.4末 H23.4末 H24.4末 H25.4末  

要支援 要支援１ 要支援２ 経過的 要介護１ 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

（単位：万人） 

（出典：介護保険事業状況報告） 

２１８ 

２５８ 

３０３ 

３４９ 
３８７ 

４１１ 
４３５ 

４４１ ４５５ 

４８７ 
４６９ 

注１）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。 

５０８ 
５３３ 

注２）楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。 

（注１） （注２） 

要介護度別認定者数の推移 
要介護（要支援）の認定者数は、平成２５年４月現在５６４万人で、この１３年間で約２．５９倍に。このうち
軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。 

５６４ 
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サービス種類別介護費用額の推移～通所介護の費用は急増している～ 

16,470  

12,637  

12,453  

7,831  

5,202  
4,442  
3,948  

3,908  
3,681  

3,581  

2,241  

1,568  
1,293  
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

（単位：億円） 
サービス種類別介護費用額（抜粋） 

（注） 

・特定入所者介護サー
ビス費及び予防給付を
含む。 

・平成２３年度において
1000億円以上を表示 

・介護老人福祉施設に
地域密着型介護老人
福祉施設は含まれてい
ない。 
・平成23年４月審査分

においては、東日本大
震災の影響により、介
護給付費明細書等を
各都道府県国民健康
保険団体連合会に提
出できない介護サービ
ス事業所等や介護給
付費明細書によらない
概算請求・支払いが
あったものと考えられ
る。 

（資料）介護保険給付
費実態報告年報（平成
12年度年報はないた
め、表示していない。） 

特定施設 

介護老人福祉施設（特養） 

通所介護 

介護老人保健施設 

訪問介護 

認知症対応型共同生活介護 

通所リハ 

介護療養型医療施設 

居宅介護支援 
短期入所生活介護 

福祉用具貸与 

訪問看護 

小規模多機能型居宅介護 
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２０００年度 

２００１年度 

２００２年度 

２００３年度 

２００４年度 

２００５年度 

２００６年度 

２００７年度 

２００８年度 

２００９年度 

２０１０年度 

２０１１年度 

２０１２年度 

２０１３年度 

２０１４年度 

2,911円 

（全国平均） 

3,293円 

（全国平均） 

4,090円 

（全国平均） 

事業運営期間 給付（総費用額） 事業計画 保険料 

3.6兆円 

4.6兆円 

5.2兆円 

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。 
  保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基き、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。 

○ 高齢化の進展により、2025年には保険料が現在の5000円程度から8000円程度に上昇することが見込まれており、地域包括ケ
アシステムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。 

4,160円 

（全国平均） 

第
三
期 

第
三
期 

第
二
期 

第
一
期 

第
四
期 

第
四
期 

第
五
期 

第
五
期 

5.7兆円 

6.2兆円 

6.4兆円 

6.4兆円 

6.7兆円 

6.9兆円 

7.4兆円 

7.8兆円 

8.2兆円 

8.9兆円 

9.4兆円 

？ 

4,972円 

（全国平均） 

第 

一 

期 

第 

二 

期 

※2011年度までは実績であり、2012～2013年は当初予算である。 
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）  

・・・ 

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 
8,200円 

    程度 

介護報酬
の改定率 

H15年度改定 

▲2.3％ 

H17年度改定 

▲1.9％ 

H18年度改定 

▲0.5％ 

H21年度改定 

＋3.0％ 

H24年度改定 

＋1.2％ 

※2012年度の賃金水準に換算した値 

介護給付と保険料の推移 
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第１号被保険者１人あたり給付費（年額）の保険者分布 

1 
3 

9 
21 

18 
45 

70 
107 

113 
141 

129 
125 

130 
125 

85 
108 

70 
55 

36 
42 
42 

25 
18 

14 
8 

13 
9 

4 
2 
2 
4 
3 

1 
1 
0 
1 

0 50 100 150

～1,000 

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

全国計の1人あたり額 
１３，７８８円 

保険者数 

第
一
号
被
保
険
者
一
人
あ
た
り
予
防
給
付
費
（
年
額
）
 

最低額 ８１２円 

最高額 ３５，１２１円 

1 
0 
1 
0 
3 

17 
19 

49 
61 

74 
95 

130 
145 

152 
154 

123 
118 

126 
95 

71 
46 

35 
24 

18 
6 
6 

3 
4 

1 
0 
2 
1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

～100,000 
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000
390,000

400,000～ 

全国計の1人あたり額 
 ２２７，７７５円 

保険者数 

第
一
号
被
保
険
者
一
人
あ
た
り
介
護
給
付
費
（
年
額
）
 

最低額 ８８，２３０円 

最高額 ５３１，８０１円 

１） 第１号被保険者１人あたり予防［介護］給付費（年額）＝予防［介護］給付費（平成２３年度累計）／第１号被保険者数（平成２３年度末現在） 
２） 出典：「平成２３年度 介護保険事業状況報告年報」 

  【第１号被保険者１人あたり介護給付費（年額）の保険者分布】                      【第１号被保険者１人あたり予防給付費（年額）の保険者分布】   
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第５期保険料基準額（月額）の保険者分布 

※東日本大震災の影響により、暫定的に第４期と同額の保険料基準額に据え置いた保険者等（14保険者）を除く。 

10  

28  

142  

348  

532  

333  

155  

15  

3  

0 100 200 300 400 500 600

2,501円以上 

3,001円以上 

3,501円以上 

4,001円以上 

4,501円以上 

5,001円以上 

5,501円以上 

6,001円以上 

6,501円以上 

全国保険者平均 
 ４，９７２円 

最低額 ２，８００円 

最高額 ６，６８０円 

保険者数 

第
５
期
保
険
料
基
準
額
（月
額
） 

1 
1 
1 
3 

7 
17 

14 
50 

64 
71 

134 
150 

181 
168 

150 
161 

117 
86 

63 
42 

36 
30 

12 
9 

6 
3 
2 
1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

～17％ 

18％～ 

20％～ 

22％～ 

24％～ 

26％～ 

28％～ 

30％～ 

32％～ 

34％～ 

36％～ 

38％～ 

40％～ 

42％～ 

７
５
歳
以
上
高
齢
者
の
認
定
率 

保険者数 

全国計の認定率： 
３１.５％ 

最高：４６．２％ 

最低：１０．９％ 

７５歳以上高齢者の認定率の保険者分布 

１）出所：介護保険事業状況報告（平成25年4月分） 
２）75歳以上高齢者の認定率＝要介護（要支援）認定者数(75歳以上)／第１号被保険者数(75歳以上) 14 
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○ センター長クラスを対象とした国実施の研修受講後、各センターで多職種協働による個別ケースの検討を行った結果につ
いて、６割以上の受講者が個別課題の解決につながった（６５．３％）と回答した。 

○ また、自立支援に資するケアマネジメント支援の成果については、「介護支援専門員の資質向上につながった」（４８．５％）
が最も多かった。 

○ 地域包括支援ネットワーク構築の成果については、「保健・医療職との連携強化」（４９．５％）や「インフォーマルサービス関
係者との連携強化」（５４．５％）につながったとの回答が多かった。 

○ 一方で、個別ケースの検討に取り組めていない受講者等もいることから、今後さらに地域ケア会議に関する取組の強化が
必要 

 「地域ケア会議」への取組による成果 

出典：平成２４年度地域包括ケア指導者養成研修（中央研修）受講者に対する年度末アンケート（ｎ＝101） 

49.5% 

25.7% 

34.7% 

53.5% 

54.5% 

52.5% 

5.0% 

保健・医療職との連携の強化 

自治体内の関係部署との連携の強化（直… 

行政との連携の強化（委託の場合） 

他の公的サービスの関係者との連携の… 

インフォーマルサービスの関係者との連… 

その他関係機関との連携の強化 

その他 

地域包括支援ネットワークの構築の成果（複数回答） 

48.5% 

43.6% 

43.6% 

17.8% 

2.0% 

介護支援専門員の資質の向上 

参加者のアセスメント能力の向上 

センター職員の指導力の向上  

適正な給付の維持   

その他 

自立支援に資するケアマネジメント支援の成果（複数回答）  

 その他の成果（自由記載） 

 

 ・ケアマネジャーが1人で抱え込まずに多職種で役割分担で 

  きるようになった。 

 ・事例提出者は、自立支援に向けた予後予測を見込んで評 

  価する視点をトレーニングできた。 

 ・サービス担当者会議で対応できないケースについて、セ 

  ターや行政を交えて検討したことにより、今後の方向性につ 

  いて本人・家族と合意形成できた。 

 ・地域包括支援センター職員の力量アップにつながった。 

 ・信頼感を持った関係づくりができた。 

 ・民生委員や町内会役員が、高齢者や家族への支援を積極 

  的に行うようになった。 

 ・認知症の人の日中の安否確認について、近隣住民の協力 

  を得ることができた。 

 


